
  

事務職員及び技術職員の配置替えの基準に関する実施要領 

 

 制  定 平成24年４月27日  

最近改正 令和６年３月19日  

 

（目的） 

第１条 この要領は、事務職員及び技術職員の配置替えの基準に関する要綱（以下「事務

技術要綱」という。）の実施について、必要な事項を定める。 

（配置先） 

第２条 事務技術要綱第１条に規定する配置先については、別表第１のとおりとする。 

（職制改正等に伴う配属期間の計算） 

第３条 別表第２の左欄に掲げる年月日に同欄の配置先に勤務する者のうち、同表右欄に

掲げる年月日に同欄の配置先に勤務する者については、同表右欄に掲げる配置先の配属

期間に、同表左欄の配置先の配属期間を加えるものとする。 

附 則 

この実施細目は、平成24年５月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成28年４月15日から施行する。 

附 則 

１ この規定は、平成31年４月１日から施行する。 

２ この規定による別表第２（第３条関係）14 平成 29年度職制改正については、平成  

29年４月１日から適用する。 

附 則（令和４年３月23日水道局長決） 

この改正規定は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月22日職員課長決） 

この改正規定は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則（令和６年３月19日総務部長決） 

 この改正規定は、令和６年４月１日から施行する。 

 

  



  

別表第１（第２条関係） 

 配置先 

組 織 担当等 配置先 

総務課 

総務課 
総務課 

危機管理担当 

法務監査担当 総務課（法務監査） 

企画課 企画課 企画課 

ＤＸ推進課 
ＤＸ推進課 

ＤＸ推進課 
ＩＣＴ基盤担当 

連携推進課 

連携推進課 

連携推進課 ＰＦＩ事業調整担当 

広域連携・海外支援担当 

職員課 
職員課 職員課 

研修・厚生担当 職員課（研修・厚生） 

経理課 経理課 経理課 

管財課 管財課 管財課 

お客さまサービス課 

お客さまサービス課 
お客さまサービス課 

営業企画担当 

北部方面営業担当 
お客さまサービス課（北部方面

営業） 

南部方面営業担当 
お客さまサービス課（南部方面

営業） 

計画課 計画課 計画課 

土木施設課 
土木施設課 土木施設課 

技術監理担当 土木施設課（技術監理） 

設備課 設備課 設備課 

配水課 配水課 配水課 

給水課 給水課 給水課 

柴島浄水場 柴島浄水場 柴島浄水場 

庭窪浄水場 庭窪浄水場 庭窪浄水場 

豊野浄水場 豊野浄水場 豊野浄水場 

設備保全センター 設備保全センター 設備保全センター 

水質管理研究センター 水質管理研究センター 水質管理研究センター 



  

東部水道センター 

東部水道センター 東部水道センター 

給水装置工事担当 
東部水道センター（給水装置工

事） 

西部水道センター 西部水道センター 西部水道センター 

南部工事センター 南部工事センター 南部水道センター 

北部工事センター 北部工事センター 北部水道センター 

 



  

別表第２（第３条関係） 

１ 平成18年度職制改正 

 平成18年3月31日 平成18年4月1日 

庶務課                

総務担当               

マネジメント改革担当 

コンプライアンス担当 

研修担当 

職員課 
人事・人材開発担当 

職員課 給与・勤務条件担当 

厚生課 厚生担当 

経理課 経理担当 

管財担当 

調達担当 
管財調達担当 

企画課 

総合情報システム担当 

業務企画担当 

IT担当 

営業課 営業担当 

計画課 

震災対策担当 

計画担当 

震災対策担当 

工務課 

工事監理担当 

工務担当 

工事監理担当 

施設課 

施設管理担当 

施設担当 

施設管理担当 

配水課 配水担当 

給水課 給水担当 

 

２ 平成19年度職制改正１ 

平成19年3月31日 平成19年4月1日 

業務企画担当 

IT担当 

経営企画担当 

IT活用担当 

厚生担当 給与・勤務条件担当 

営業担当 お客さまサービス担当 

計画担当 

震災対策担当 

計画担当 

危機管理担当 

 



  

３ 平成19年度職制改正２ 

平成19年4月30日 平成19年5月1日 

工務担当 

工事監理担当 工務担当 

技術監理担当 配水担当 

給水担当 

備考 配水担当または給水担当から工務担当または技術監理担当への配属期間の通算

については、設計業務の再編に伴い、配置替えをした職員に限る。 

 

４ 平成19年度職制改正３ 

平成19年11月25日 平成19年11月26日 

大宮営業所 

東部水道工事センター 上本町営業所 

東部工事事務所 

境川営業所 

西部水道工事センター 粉浜営業所 

西部工事事務所 

今里営業所 

南部水道工事センター 田辺営業所 

南部工事事務所 

豊里営業所 

北部水道工事センター 野田営業所 

北部工事事務所 

備考 営業所の工事担当から工事センターの分室へ勤務となった者に限る。 

 

５ 平成20年度職制改正 

平成20年3月31日 平成20年4月1日 

お客さまサービス担当 お客さまセンター担当 

施設管理担当 

施設保全センター 
柴島浄水場 

庭窪浄水場 

豊野浄水場 

備考 浄水場から施設保全センターへの配属期間の通算については、組織改編により



  

配置替えをした者に限る。                                      

 

６ 平成21年度職制改正 

平成21年3月31日 平成21年4月1日 

総務担当 

コンプライアンス担当 

マネジメント改革担当 

総務担当 

コンプライアンス担当 

経営企画担当 

IT活用担当 
経営企画担当 

IT活用担当 

人事・人材開発担当 

給与・勤務条件担当 

人事・人材開発担当 

給与・勤務条件担当 

施設担当 

施設保全センター 

施設担当 

施設保全センター 

 

７ 平成22年度職制改正 

平成22年3月31日 平成22年4月1日 

総務担当 

コンプライアンス担当 

経営企画担当 

IT活用担当 

総務担当 

コンプライアンス担当 

経営企画担当 

企画調整担当 

IT活用担当 

 

８ 平成23年度職制改正 

平成23年3月31日 平成23年4月1日 

総務担当 

コンプライアンス担当 

総務課 

法務監査担当 

経営企画担当 

企画調整担当 

IT活用担当 

経営企画課 

企画調整担当 

IT活用担当 

人事・人材開発担当 職員課 

給与・勤務条件担当 給与・勤務条件担当 

経理担当 経理課 

管財調達担当 管財課 



  

お客さまサービス担当 

営業企画担当 

お客さまサービス課 

営業企画担当 

計画担当 計画課 

危機管理担当 危機管理担当 

工務担当 

技術監理担当 

工務課 

技術監理担当 

施設担当 施設課 

配水担当 配水課 

給水担当 給水課 

 

９ 平成24年度職制改正 

平成24年3月31日 平成24年4月1日 

企画調整担当 
広域事業開発・推進課 

計画課 

施設保全センター 
庭窪浄水場 

豊野浄水場 

 

10 平成25年度職制改正 

平成25年3月31日 平成25年4月1日 

工務部広域事業開発・推進課 
総務部広域事業開発・推進課 

工務部計画課 

 

11 平成26年度職制改正 

平成26年３月31日 平成26年４月１日 

総務課 

法務監査担当 

危機管理担当 

総務課 

法務監査担当 

危機管理担当 

IT活用担当 IT活用担当 

広域事業開発・推進課 
経営改革課 

計画課 

 

12 平成28年度配置先の見直し 



  

平成28年４月14日 平成28年４月１5日 

総務課 

法務監査担当 

危機管理担当 

IT活用担当 

総務課 

危機管理担当 

法務監査担当 

IT活用担当 

職員課 
職員課（人事・労政） 

職員課（研修・厚生） 

工務課 
工務課（工務） 

工務課（技術監理） 

 

13 平成28年度職制改正 

平成28年５月１日 平成28年５月２日 

大宮営業所 東部水道センター 

（営業部門、工事部門、給水装置工事部

門） 

上本町営業所 

東部水道工事センター 

境川営業所 
西部水道センター 

（営業部門、工事部門） 
粉浜営業所 

西部水道工事センター 

今里営業所 
南部水道センター 

（営業部門、工事部門） 
田辺営業所 

南部水道工事センター 

豊里営業所 
北部水道センター 

（営業部門、工事部門） 
野田営業所 

北部水道工事センター 

備考 左欄の配置先に勤務する者のうち、右欄の東部水道センター（給水装置工事部門）

勤務となった者については、左欄の配置先の配属期間を加える。 

 

14 平成29年度職制改正 

平成29年３月31日 平成29年４月１日 

IT活用担当 ICT推進課 

 

15 平成31年度職制改正 

平成31年３月31日 平成31年４月１日 



  

経営企画課 企画課 

 

16 令和４年度職制改正 

 令和４年３月31日 令和４年４月１日 

経営改革課               連携推進課               

施設課 施設保全センター 

施設保全センター 柴島浄水場 

備考 施設課から施設保全センター、施設保全センターから柴島浄水場への配属期間

の通算については、組織改編により配置替えをした者に限る。 

 

17 令和５年度職制改正 

 令和５年３月31日 令和５年４月１日 

ICT推進課 デジタル推進課               

 

 18 令和６年度職制改正 

令和６年３月31日 令和６年４月１日 

総務課（総務・危機管理） 総務課 

デジタル推進課 ＤＸ推進課 

職員課（人事・労政） 職員課 

工務課（工務） 土木施設課 

工務課（技術監理） 土木施設課（技術監理） 

施設課 設備課 

東部水道センター（工事部門） 東部水道センター 

東部水道センター（営業部門） お客さまサービス課（北部方面営業） 

東部水道センター（給水装置工事部門） 東部水道センター（給水装置工事） 

西部水道センター（工事部門） 西部水道センター 

西部水道センター（営業部門） お客さまサービス課（南部方面営業） 

南部水道センター（工事部門） 南部水道センター 

南部水道センター（営業部門） お客さまサービス課（南部方面営業） 

北部水道センター（工事部門） 北部水道センター 

北部水道センター（営業部門） お客さまサービス課（北部方面営業） 

施設保全センター 設備保全センター 

水質試験所 水質管理研究センター 



  

 


